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平成 27 年３月期第３四半期報告書提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ 
 
 当社は、本日開催の取締役会において、東北財務局へ企業内容等の開示に関する内閣府令第 17
条の 15 の２第１項に基づき、下記のとおり提出期限延長の承認申請書の提出を行うことについて

決議し、提出いたしましたのでお知らせいたします。 
 
１．対象となる四半期報告書 

平成 27 年３月期第３四半期報告書 
２．延長前の法定提出期限 

平成 27 年２月 16 日 
３．申請を受けようとする提出期限 

平成 27 年３月 16 日 
４．提出期限延長申請の理由 

 平成 26 年 12 月 25 日付け「当社元従業員による不正行為に関するお知らせ」ならびに平成

27 年１月 16 日付け「第三者委員会設置に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当社の過

年度において不正発注の事実が判明し、当該不正取引に関し社内調査委員会および第三者委員

会を設置し事実関係の調査・究明を進めております。 
 第三者委員会からの調査結果の受領には１ヶ月半程度の時間を要し、有限責任監査法人トー

マツのレビュー報告書付の平成 27 年３月期第３四半期報告書の提出には、さらに時間を要す

ると判断し、提出期限（平成 27 年２月 16 日）までに四半期報告書を提出できない見込みとな

ったことから、当該四半期報告書の提出期限の延長につき、承認申請を行うものといたしまし

た。 
５．今後の見通し 

 今回の提出期限延長の申請が承認された場合には、速やかにご報告いたします。また、提出

期限延長の申請が承認された場合には、当社は期限までに当該四半期報告書を提出できる見込

みであります。 
 
 株主・投資家の皆様をはじめ取引先および市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配を

おかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 
 

以上 


